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保険外サービス活用ガイドブックについて

○ 介護保険外サービスを創出するにあたって参考となる事例やノウハウを記載した「保険
外サービス活用ガイドブック（仮称）」を平成２７年度中に策定し、より多くの民間企業
による地域包括ケアシステムの構築に向けたビジネスへの参入・拡充を促進。

＜公的保険外サービスのイメージ例＞

ノウハウ・事例の共有 【厚労省・経産省・農水省】

→介護保険外サービスを創出するに当たって参考となる事例やノウハウを記載した
「保険外サービス活用ガイドブック（仮称）」を、厚労省・経産省・農水省の連名で
策定し、事業者及び地方自治体に対して普及・啓発を行う。

公的保険外サービス（自費）については、以下の
ようなサービスが考えられる。

○シニア向けの美容講座
美容のエキスパートがシニア向けに、化粧テクニ
ックのレクチャーや、参加者自身で化粧を楽しむ
レクリエーション等のサービスを提供

○シニア向けの学習教室
シニア向けに、参加者の希望、レベルに応じた
多様な学習サービスを提供

①高齢者のＱＯＬ向上（自立促進・介護費適正化）

②介護事業者等の保険外収入の確立（待遇改善等）

（１）実現したい姿

○介護保険内のサービス提供にとどまり、高齢者の多様なニーズに
必ずしも対応できていない

○事業者及び自治体の担当者も、保険外サービス活用の事例が少

ないため、踏み込むことに躊躇

（２）課題

（３）具体策：保険外サービス活用のための環境整備

【介護分野における公的保険外サービスの活用に関する取組】
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【介護サービス情報公表システムとは】
介護サービスを利用しようとしている方の事業所選択を支援することを目的として、日本全国の約１９万か所の
「介護サービス事業所」の情報等を、都道府県がインターネット等により公表する仕組み。利用者はインターネッ
トでこのシステムにアクセスし、事業所等を検索できる。

【H２７年度の見直し概要】
○ 地域包括ケアシステム構築へ向けて、現在公表されている介護サービス事業所に加え、地域包括支援セン
ター及び生活支援等サービスの情報について、本公表制度を活用し、一体的に情報発信を行う。

○ 介護報酬改定の内容を反映させると伴に、通所介護等における法定外の宿泊サービスの情報を追加。

地域包括支援センター
居宅介護支援事業所

訪問介護事業所等

介護老人福祉施設等
生活支援等サービス

＜都道府県が公表＞

＜市町村が公表＞

・地域包括支援センター
・生活支援等サービス

通所介護等の宿泊サービス情報
※基本情報に、法定外で行っている宿泊
サービスの届け出情報を追加

新
た
な
情
報
発
信
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＜閲覧イメージ＞
現在公表されている介護サービスに加え、地域包括支援センター
や生活支援等サービスを一体的に検索。住まいを中心として、
高齢者の日常生活に必要な各種サービスが地図上で見える化。

情
報
に
追
加

※名称、所在地、連絡先、利用時間、事業・
サービスの内容 等のサービスの利用に係
る基本的な内容を発信

介護サービス情報公表システムについて

【介護分野における公的保険外サービスの紹介に関する制度の現状】
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